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１ 学校教育 
 (1) 小学校別児童数・教員数 

（令 3.5.1現在） 

学 校 名 
教員数 
（本務者） 

児   童   数 校 地 面 積 

㎡ 
設置年度 

男 女 計 

豊 岡小学校 24 195 183 378（7） 27,766 M22 

東金子 〃 21 156 138 294（4） 23,192 M22 

金 子 〃 25 186 165 351（5） 16,987 M40 

狭 山 〃 23 216 171 387（5） 21,476 S33 

宮 寺 〃 15 128 99 227（4） 11,748 M12 

藤 沢 〃 25 234 186 420（15） 21,286 M6 

西 武 〃 34 332 335 667（13） 19,715 M43 

藤沢南 〃 23 211 205 416（8） 21,081 S47 

黒 須 〃 25 212 226 438（10） 13,248 S47 

扇   〃 39 410 396 806（15） 22,061 S50 

藤沢東 〃 32 294 288 582（10） 18,084 S51 

藤沢北 〃 33 335 338 673（6） 19,499 S54 

仏 子 〃 21 129 127 256（7） 22,863 S56 

新 久 〃 15 116 113 229（4） 22,609 S56 

東 町 〃 24 222 232 454（7） 28,000 S56 

高 倉 〃 20 139 113 252（9） 19,637 S59 

計 399 3,515 3,315 6,830(129) 329,252  

   （注）（ ）内は特別支援学級人数で内数 
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 (2) 中学校別生徒数・教員数 

（令 3.5.1現在） 

学 校 名 
教員数 
（本務者） 

生   徒   数 校 地 面 積 

㎡ 
設置年度 

男 女 計 

豊 岡中学校 23 147 152 299(13) 27,824 S22 

武 蔵 〃 21 184 150 334 30,318 S37 

金 子 〃 15 89 106 195 (4) 23,954 S22 

藤 沢 〃 37 301 301 602(30) 25,251 S22 

西 武 〃 17 81 72 153(6) 31,652 S22 

向 原 〃 28 257 221 478 29,461 S53 

黒 須 〃 20 133 141 274 (3) 29,294 S55 

東金子 〃 24 165 153 318(6) 27,871 S58 

上藤沢 〃 26 230 235 465 26,953 S59 

東 町 〃 17 104 108 212 28,010 S63 

野 田 〃 20 177 169 346 29,053 H2 

計 248 1,868 1,808 3,676(62) 309,641  

   （注）（ ）内は特別支援学級人数で内数 

 

 

 (3) 教育センター 

 

名 称         入間市教育センター 

所 在 地         入間市向陽台一丁目１番地７ 産業文化ｾﾝﾀｰＢ棟３階 

敷 地 面 積         （産文センター ７，００３．６０㎡） 

建 築 面 積         １，２５２．３８㎡ 

構 造         鉄筋コンクリート造 

設 置 年 月 日         昭和６０年１月１日 

令 和 ２ 年 度 

利 用 状 況         

使 用 回 数 ２１３回 

使 用 延 人 員 ３，８００人 
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２ 学校給食センター 

 (1) 施設の概要 

名 称 入間市立学校給食センター 

所 在 地 入間市大字新久１２９番地 

敷 地 面 積 ５，２６７．４６㎡ 

建 物 面 積 １，７６３．６７㎡ 

着 工 年 月 日 昭和５５年１０月２１日 

竣 工 年 月 日 昭和５６年 ２月２８日 

給 食 開 始 昭和５６年 ４月１３日 

給 食 日 数 年間（標準）１８２日 

調 理 能 力 ５，５００食 

建 設 費 

総 工 費   ４３２，５８９千円 

建   物   ２２３，１９０千円 

附属設備等   ２０９，３９９千円 

 

 (2) 給食費                         （令和 3．4．1現在） 

 給 食 費 年 間 標 準 日 数 １食当たりの標準額 

中 学 校 月額 ５，１００円 １８２日 ３０８円 

 

 (3) 給食対象                        （令和 3．4．12現在） 

 学 校 数 学 級 数 生 徒 数 教 職 員 数 計 

中 学 校 １１校 １２０学級 ３，６６９人 ２９３人 ３，９６２人 

  ※ 小学校１６校については、自校式給食です。 
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３ 生涯学習  生涯学習の推進    生涯学習の推進による市民のまちづくりへの主体的な参画と学習成果の活用により、「生涯学
習都市いるま」づくりをめざした取り組みを積極的に進めている。    ア 生涯学習の推進組織    ・行政側「入間市生涯学習推進会議」（平成７年４月設置）         推進会議 委員１６人 必要に応じ招集         庁内ワーキングチーム スタッフ１６人 会議随時    ・市民側「入間市生涯学習をすすめる市民の会」（平成７年５月設置）         委員９人 毎月１回定例会開催 各部会等随時開催    イ 「いるま生涯学習ガイドブック」の発行     市民を対象とした、市・市教育委員会・近隣の大学等が主催する講座・教室・イベント情報
をまとめた、令和３年度版の生涯学習情報誌を発行する。     Ａ４判、約５０ページ、１５０部（公共施設等に設置）、年２回（５月・１０月）発行予定     ※同様の情報を市ホームページでも提供    ウ 生涯学習情報紙「かがやく」を発行     市民の生涯学習へのきっかけづくりやその励みとすることを目的に、いきいきと活動してい 
る「元気な入間人」を紹介する情報紙     Ａ４判、４ページ、約５０，０００部（全戸配付）を、年１回（４月）発行予定        エ 入間市生涯学習茶の都出前講座の実施     市民の生涯学習活動の促進を目的に、行政の取り組みや職務の中で得た知識を講座（メニュ
ー数６７）にして、市職員を講師として派遣する制度     ※同様の情報を市ホームページでも提供    オ 「いるま学びの場 入間市生涯学習サークル及びスクール情報一覧」の発行     市内の公共施設等で活動する生涯学習サークル・教室情報を約１，３００件掲載     Ａ４版、約１００頁、４００部（公共施設等に設置、配布）、年１回（８月）発行予定     ※同様の情報を市ホームページでも提供  
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４ 児童センター 

所 在 地 ・ 電 話 入間市向陽台一丁目１番地６ ℡ ０４－２９６３－９６１１ 

延 床 面 積 ３，８５２．８２㎡（地下駐車場を含む） 

設 置 年 月 日 昭和６２年７月１日 

開 館 時 間 午前９時～午後６時 

休 館 日 
毎週月曜日（月曜日が祝日と重なった時はその翌日） 

年末・年始（１２月２９日～１月３日） 

主 な 施 設 展示ホール、プラネタリウム室、幼児室、遊戯室、工作室、集会室、 

おもちゃ図書館、天体観測室、無線室 

プラネタリウム 

観 覧 料 

定員１２０名 

一般番組・ドームシアター……児童 ５０円（小学生～18歳未満） 

              大人１００円 

学習番組……申請により観覧料免除 小・中学生 
       

プラネタリウム 

投 影 開 始 時 刻 
一般番組……火曜日～金曜日（午後３時） 

      土・日曜日、祝日(午前 11時･午後３時） 

学習番組……午前・午後適時 

ドームシアター…土・日曜日、祝日（午後１時 30分） 

年 間 利 用 者 数 

（令和２年度） 

幼児 4,621 人、小学生 3,694 人、中学生 590 人、高校生 74 人、大人

6,513人 合計 15,492人（開館日数 181日）※新型コロナウイルス感

染症の影響による臨時休館：令和 2年 4月～6月、令和 3年 1月～2月 

 

５ 青少年活動センター 

所 在 地 ・ 電 話 入間市大字小谷田１６８１番地１ ℡ ０４－２９６２－１００５ 

設 置 年 月 日 平成１５年４月１日（昭和４４年築、平成１５年４月１日県より移管） 

敷 地 面 積 ３８，０９３．０６㎡ 

利 用 対 象 者 

・青少年または青少年活動指導者の団体 

・青少年の健全育成を目的とする団体 

・その他市長が特に認める者 

開 館 時 間 午前９時～午後１０時 

休 館 日 年末年始（１２月２９日～１月３日） 

主 な 施 設 本館（１，３９１．７１㎡） 

宿泊室、調理実習室、多目的ホール、講堂、音楽室、工芸室、 

学習室、浴室 

野外活動施設 

炊事場、キャンプ場、営火場 

スポーツ施設 

体育館（８５２㎡）、運動場 

使 用 料 無 料 

利 用 申 込 
日帰り利用･･････利用する日の前月の１日から受付 

宿泊の利用･･････利用する日の３ヶ月前の１日から受付 
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６ 博物館ＡＬＩＴ 

 (1) 施設の概要 

名 称 入間市博物館ＡＬＩＴ 

所 在 地 入間市大字二本木１００番地 

敷 地 面 積 ４５，０４５．４７㎡ 

建 築 延 べ 面 積 ５，４６１．００㎡ 

構 造 ・ 規 模 鉄骨・鉄筋コンクリート造２階建 建物高１３．８ｍ 

工 期 
着工 平成４年１１月 

竣工 平成６年 ３月（本館） 

総 建 設 費 ３，９５３，４０１千円 

 

 (2) 貸出施設の面積   

区 分 室 名 
室 面 積 

（単位：㎡） 

展示・教育活動関係 

展 示 部 門 
特 別 展 示 室 

市 民 ギ ャ ラ リ ー 

１８０ 

３０３ 

教育普及部門 

体 験 学 習 室 

講 座 室 

茶 室 「 青 丘 庵 」 

７２ 

２２１ 

１３９ 

 

 (3) 開館時間及び休館日 

  ア 開館時間 

    午前９時００分から午後５時００分までです。ただし、ご入場は、午後４時３０分ま 

   でにお願いします。 

  イ 休館日 

   ・月曜日（その日が休日又は、振替休日の場合はその翌日） 

   ・休日の翌日（その日が土・日曜日又は、休日である場合は除く） 

   ・年末年始（１２月２７日～翌年１月５日） 

   ・館内整理日（毎月第４火曜日。ただし、休日である場合は除く） 

   ・館庭（市民広場・駐車場のみ）は休館日も開放します。利用時間は午前８時３０分から午後 

   ４時００分までです。ただし、植栽消毒作業等のため、開放を中止することがあります。 
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 (4) 観覧料及び施設使用料等 

  ● 観覧料  

施設名 区    分 
常設展示観覧料（１人につき） 

個   人 団体(２０人以上) 

博物館 

一 般 ２００円 １６０円 

大学生・高校生 １００円 ８０円 

小 ・ 中 学 生 ５０円 ４０円 

※小学校就学前の方及び６５歳以上の方並びに身体障害者手帳、精神障害者 

保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている方及びその介護者（障がい者１人に 

対し１人まで）については、無料となります。また、５月１８日（国際博物館の 

日）、１１月１日（市制施行記念日）及び１１月１４日（県民の日）については、 

すべての方について無料となります。 

※なお、特別展観覧料につきましては、別途定めます。 

※観覧料は次のような場合、所定の手続きをとって免除を受けられます。 

・小・中学校（ダイアプラン内）の教育課程に基づく教育活動として観覧する場合 

・公民館等社会教育機関の学習活動として観覧する場合 

・その他入間市教育委員会が特に必要と認めた場合 

 

 ● 施設利用料 

時間区分 

 

使用区分 

午  前 午  後 夜  間 全  日 

９時～正午 13時～17時 
17時 30分～ 

21時 30分 

９時～ 

21時 30分 

市民ギャラリー    ３，５００円 

特 別 展 示 室    ２，６００円 

講 座 室 １，５００円 ２，０００円 ２，０００円 ５，５００円 

体 験 学 習 室 ４５０円 ６００円 ６００円 １，６５０円 

茶 室 ２，１００円 ２，８００円 ２，８００円 ７，７００円 

※施設利用料は次のような場合、所定の手続きをとって免除を受けられます。 

・市内の社会教育団体が、その目的達成のために使用する場合 

・公共性を有する場合 

・その他特に入間市教育委員会が必要と認めた場合 
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７ 文化財 

貴重な文化財を指定文化財に指定して保護・保存を図っている。また、その活用を通して市民の

文化財への保護の意識を高めるともに、郷土意識の高揚を図りまちづくりの一助としている。 

 

●指定・登録・選択文化財                       〔令和３年４月１日現在〕 

番号 指定 名  称 概    要 所在地 指定年月日 

１ 国 
高倉寺観音堂付

棟札一枚 

南北朝時代に建立された関東を代表する禅宗

様建築。延享元年(１７４４)に長念寺(飯能市)か

ら移築された。 

高倉３-３-４ 

（高倉寺） 
昭和 24. 5.30 

２ 国 円照寺の板碑 

元弘３年(１３３３)５月２２日鎌倉幕府の滅亡に

殉じた加治家貞の板碑など、加治氏累代の板

碑群。 

野田１５８ 

（円照寺） 
昭和 38. 2.14 

３ 県 

円照寺裏墓跡出

土蔵骨器及び板

石塔婆 

円照寺裏の中世墓址より出土した蔵骨器５点

と板碑７点。板碑が墓標としても用いられた貴

重な資料。 

二本木１００ 

（入間市博物館） 
平成 7. 3.17 

４ 県 
（県選択） 

西久保観世音の

鉦はり 

双盤鉦と太鼓を用いた引声念仏で、１月１７

日、８月１７日に西久保観音堂で行われる。 
保存会 

昭和 28. 3.15 

(平成 21.3.17) 

５ 県 刀銘「繁慶」 
長さ２尺２寸７分（68.8 ㎝）、反り４分（1.2 ㎝）。

安土桃山から江戸時代初期の作。 
個人 昭和 29.10.23 

６ 市 東光寺の梵鐘 
延宝２年(１６７４)、当地を領した旗本五味氏の

家臣らが奉納したもの。 

小谷田１４３７ 

（東光寺） 
昭和 42. 5. 6 

７ 市 藤沢の獅子舞 
毎年１０月の第３日曜日とその前日に熊野神

社、不動院、金刀比羅神社で奉納される。 
保存会 昭和 42. 5. 6 

８ 市 製茶用具一式 
手もみ製茶で用いられた蒸し器、焙炉などの

製茶用具。 

二本木１００ 

（入間市博物館） 
昭和 42. 5. 6 

９ 市 
重 闢 茶 場 碑

及び茶場後碑 

天保３年(１８３２)に撰され、狭山茶復興の由来

等が刻まれている。隣に茶場後碑が建つ。 

宮寺１-１ 

（出雲祝神社） 

昭和 42. 5. 6 

（平成 26．6．１ 

追加・名称変更） 

１０ 市 
西 三 ッ 木 の 

高 札 場 

旧根通り沿いにあり、江戸時代に禁令や掟な

どを記した板札をかかげた施設。 
西三ツ木４１-１    昭和 42. 5. 6 

１１ 市 
西久保観世音の

カヤ(榧) 

樹齢約８００年といわれる市内第一の古木。根

まわり４ｍ、高さ２３m。 

宮寺１５４４-１ 

（西久保観世音） 
昭和 42. 5. 6 

１２ 市 蓮花院の鰐口 
寛正２年(１４６１)の紀年銘がある。 

直径３８cm。 

春日町２-９-１ 

（蓮花院） 
昭和 47.10.20 

１３ 市 
新 井 家 文 書 

付 鑓 一 口 

北条氏照の印判状で永禄８年(１５６５)と天正７

年(１５７９)に柏原鍛冶に鑓の進納を命じた文

書。 

野田 昭和 47.10.20 

１４ 市 出雲祝神社文書 
弘治３年(１５５７)の北条氏康印判状と天正１９

年(１５９１)の徳川家康社領寄進状。 

宮寺１-１ 

（出雲祝神社） 
昭和 47.10.20 

１５ 市 
金子氏一族の 

宝篋印塔付位牌 

金子氏一族の菩提寺であった旧瑞泉院に立

つ宝篋印塔６基。様式は安土桃山～江戸時代

のもの。 

木蓮寺 昭和 47.10.20 

１６ 市 
大森氏・加藤氏

の宝篋印塔 

宮寺地内を領した旗本大森氏・加藤氏の宝篋

印塔６基。大森氏の菩提寺であった崇厳寺の

跡地に立つ。 

宮寺２５９５-６ 昭和 47.10.20 

１７ 市 上谷ケ貫の獅子舞 

文和年間（１３５２～５６）に伝えられたといわれ

る。毎年１０月第１日曜日、八幡神社と西光院

で奉納される。 

保存会 昭和 48. 4.18 
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番号 指定 名  称 概    要 所在地 指定年月日 

１８ 市 
上 藤 沢 の 

六 道 地 蔵 

六本の古道が交差していたところに、藤沢村

の人々により愛宕信仰などを目的に造立され

たもの。 

上藤沢５３０ 昭和 49.11.20 

１９ 市 栗 原 家 文 書 

天正１８年(１５９０)、北条氏照の八王子城が落

城した翌日に、豊臣方から出された文書など４

点。 

二本木 昭和 49.11.20 

２０ 市 沢 田 家 文 書 
江戸時代の地方における神社のあり方、神官

の活動を詳細に記している。 
下藤沢 昭和 50. 3.22 

２１ 市 新 久 ば や し 
神田ばやし隠岐流の系統で、祭礼は７月２１･２

２日に近い土・日曜日に行われる。 
保存会 昭和 52. 8. 1    

２２ 市 高倉祇園太鼓 
江戸中期から伝承され、高倉氷川神社の天王

祭（７月１９・２０日）で催される。 
保存会 昭和 52. 8. 1 

２３ 市 手 もみ狭 山 茶 

江戸時代から行われている蒸し製製茶の技

法。市役所前（八十八夜の日）や博物館など

で実演される。 

保存会 昭和 52. 8. 1 

２４ 市 志 茂 町 屋 台 

天保７年(１８３６)に川越鴫町で建造されたもの

で愛宕神社の春季例祭「おとうろう」などで引

かれる。 

豊岡３-７-３２ 昭和 53.12.21 

２５ 市 新 久 窯 跡 

半地下式無階無段登窯。平安時代に武蔵国

分寺七重塔の再建のための瓦などを製造した

窯跡。  

新久８７０-６ 昭和 53.12.21 

２６ 市 高正寺の板碑 

古文書から年代が判明した市内最大最古（寛

元４年（１２４６））の板碑など、金子氏一族に関

する板碑。 

仏子１５１１ 

（高正寺） 
昭和 56. 4.20 

２７ 市 
熊野神社の大ス

ギ（杉）    

熊野神社の御神木（樹齢約５００年）。明ノ沢の

飛龍神社を現在地に遷宮した時に植えられた

と伝わる。 

下藤沢８０１ 

（熊野神社） 
昭和 56. 4.20 

２８ 市 
円照寺不動堂付

棟札 

安永８年(１７７９)に再建された間口３間寄棟造

の北向不動堂。和様と禅宗様の折衷様。 

野田１５８ 

（円照寺） 
昭和 58. 4.22 

２９ 市 宮 寺 氏 館 跡 
中世武蔵武士、村山党宮寺氏の館遺構とさ

れ、土塁と空堀が一部に残る。 
宮寺４８９ 他 昭和 59. 7.25 

３０ 市 建長五年銘板碑 

建長５年(１２５３)の紀年銘をもつ初期大型板

碑。銘にある「平高治」は金子氏一族の人と考

えられる。 

仏子２４４ 平成 2. 4. 1 

３１ 市 十三仏結衆板碑 
市内で最も装飾的な板碑。文明２年（１４７０）

に６５人余りの人々が結衆して造立したもの。 

下藤沢９８０ 

（不動院） 
平成 2. 4. 1 

３２ 市 滝 沢 家 文 書 
徳川家康が関東に入封した翌年に実施した天

正１９年(１５９１)の検地帳などの村方文書。 
下谷ヶ貫 平成 2. 4. 1 

３３ 市 橋 本 家 文 書 

藤沢村出身で衆議院議長を務めた粕谷義三

の米国留学時代、政治家時代に関する資料

ほか。 

東町七丁目 平成 2. 4. 1 

３４ 市 
長谷部家箱書

付古文書 

扇町屋村の豪農商。慶応２年（１８６６）の武州

一揆の体験談を記した箱や横浜商人関係資

料など。 

黒須二丁目 平成 2. 4. 1 

３５ 市 
川口家の大エノ

キ（榎）    

樹齢約３００年の古木で、川口家ではエノキの

実で｢とげぬき薬｣を製造していた。 
宮寺 平成 2. 4. 1 

３６ 市 
東光寺のタラヨウ

（多羅葉） 

タラヨウでは市内第一の古木（樹齢約３００

年）。葉の裏に字が書けるので地元では「じっ

ぱ」と呼ばれた。 

小谷田１４３７ 

（東光寺） 
平成 2. 4. 1 
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番号 指定 名  称 概    要 所在地 指定年月日 

３７ 市 
百万遍念仏数珠

一式 

江戸時代から旧三ツ木村で催されてきた百万

遍念仏供養に使われた用具類一式。 
西三ツ木５６-１ 平成 2. 4. 1 

３８ 市 旧 黒 須 銀 行 
明治４２年(１９０９)に建てられた土蔵造りの銀

行建造物。｢道徳銀行｣と呼ばれた。 
宮前町５-３３ 平成 2. 4. 1 

３９ 市 旧西沢家住宅 
江戸時代末期に建てられたと推定される藁葺

きの農家住宅（現在解体保管中）。 

二本木１００ 

（入間市博物館） 
平成 2. 7. 1 

４０ 市 
蓮花院観音堂付

勧進帳 

天保６年(１８３５)に再建された総けやき寄棟造

りの建造物。内陣格天井には江野梅青の花鳥

画がある。 

春日町２-９-１ 

（蓮花院） 
平成 3. 8. 1 

４１ 市 
寺竹白鬚神社の

懸仏 

元亀３年(１５７２)の銘があり、金子越中守家定

ら一族が氏神の境明神（現・白鬚神社）に寄進

したもの。 

寺竹８５２ 

（白鬚神社） 
平成 3. 8. 1 

４２ 市 八幡神社の懸仏 

鏡板に仏像を付けたもので、神仏習合の思想

から生み出されたもの。寛永１４年(１６３７)銘、

他１面。 

上谷ケ貫６７９ 

（八幡神社） 
平成 3. 8. 1 

４３ 市 
高倉氷川神社の

懸仏 

天文２年(１５３３)銘（市内最古）と、享保５年(１７

２０)銘の懸仏。 

高倉４-４-７ 

（氷川神社） 
平成 3. 8. 1 

４４ 市 明王寺の鰐口 
小谷田村を領した旗本五味氏に関連する鰐

口。元和４年（１６１８）の銘がある。  
小谷田 平成 3. 8. 1 

４５ 市 二本木上宿の道標 
延享元年(１７４４)の紀年銘がある市内最古の

道標。日光脇往還と青梅道の分岐点に建つ。 

二本木長田交差

点 
平成 3. 8. 1 

４６ 市 扇町屋上町の道標 
安政３年(１８５６)の紀年銘のある道標。日光脇

往還と青梅道の分岐点に建つ。 
扇町屋３-５１３ 平成 3. 8. 1 

４７ 市 
扇町屋下町の道

祖神道標 

享和２年（１８０２）に日光脇往還と川越道の分

岐点に建てられた道標を兼ねた道祖神。 

豊岡一丁目 

  
平成 3. 8. 1 

４８ 市 
豊岡温故公園の

道標 

もと日光脇往還と秩父往還道の交差する河原

町交差点付近に建てられていた道標。 

豊岡一丁目 

（豊岡温故公園）     
平成 3. 8. 1 

４９ 市 
中神の百万遍供 

養塔道標 

寛政５年（１７９３）中神村の人々が百万遍念仏

の成就と道中安全を願い建てた道標を兼ねた

供養塔。 

中神 

（旧青梅街道沿い） 
平成 3. 8. 1 

５０ 市 豊泉寺の庭園 
根岸の庭師で茶師でもあった水村藤四郎によ

り明治年間に築造された禅宗式庭園。 

中神６８１ 

（豊泉寺） 
平成 3. 8. 1 

５１ 市 
小谷田氷川神社 

本殿付棟札一枚 

明和５年(１７６８)に再建された一間社流造の柿

葺の本殿。部材に施された彫刻が見事。 

小谷田１４７４ 

（氷川神社） 
平成 5. 5. 1 

５２ 市 
納経帳付巡礼供

養塔 

福嶋治郎右衛門が天保１１年(１８４０)から弘化

５年(１８４８)の８年間にわたり巡礼したときの納

経帳。 

小谷田 平成 8. 4. 1 

５３ 市 石造閻魔大王像 
享保１５年(１７３０)、旧浄珍寺境内に二本木村

や大森村などの念仏衆が造立したもの。 

二本木１２５５-１ 

（寿昌寺） 
平成 8. 4. 1 

５４ 市 

宮寺旧坊村八雲

神社祭礼古文書

および太子堂大

般若経付神輿ほ

か 

旧坊村八雲神社、太子堂の祭礼に係わる文書

群、大般若経など。 

二本木１００ 他 

（入間市博物館） 
平成 12. 4. 1 

５５ 市 
旗本土屋氏の墓

付墓石１基 

旧中野村を領した旗本土屋氏の菩提寺に立

つ、初代から１０代までの墓１０基とその家臣の

墓１基。 

宮寺２３２６-３ 他 

（長久寺） 
平成 13. 7. 1 

123
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５６ 市 
宮寺大日山の石

造大日如来像 

狭山丘陵の旧道沿いにある。台座には慶安３

年(１６５０)の銘があり市内最古の石仏。 
宮寺９０２ 平成 13. 7. 1 

５７ 市 

三輪神社の天井

絵、幟原書およ

び旧本殿付幟、

旧本殿棟札 

万延元年(１８６０)に小沢翠岳が描いた天井

絵、山岡鉄舟による幟原書、江戸初期の様式

をもつ旧本殿など。 

中神３４５ 他 平成 15. 8. 1 

５８ 市 
彰義隊遭難者の

碑付地蔵 

慶応４年(１８６８)に彰義隊分派が殺害された事

件を記した慰霊碑｡石造地蔵は現在、蓮花院

に安置｡ 

豊岡一丁目 

（県立豊岡高校脇） 

春日町２-９-１ 

（蓮花院） 

平成 15. 8. 1 

５９ 市 
野田白髭神社旧

本殿 

寛永年間（１６２４～４４）に再建された旧本殿

で、様式は浜床式一間社流造。 

野田５６２-１ 

（白髭神社） 
平成 15. 8. 1 

６０ 市 藤沢橋石造物群 
道路整備等で集められたもので、道標１基、石

碑１基、石塔２基、大日如来１体の石造物群。 

上藤沢３１先 

（藤沢橋脇） 
平成 15. 8. 1 

６１ 市 

中島家文書およ

び千人同心道中

着 

江戸時代後期の八王子千人同心であった中

島家の千人同心関係文書と勤番の道中着。 
根岸 平成 15. 8. 1 

６２ 市 西三ツ木ばやし 
江戸時代から伝わる神田囃子流の祭り囃子。

４月の金子神社の祭礼などで演奏される。 
保存会 平成 16. 6. 1 

６３ 市 高倉ばやし 

江戸時代末に川越より伝えられた。７月第３土

曜日の氷川神社の天王様の祭りで演奏され

る。 

保存会 平成 16. 6. 1 

６４ 市 野田ばやし 
流儀は東京神田から習得した神田流馬流。白

髭神社の例祭などで演奏される。 
保存会 平成 16. 6. 1 

６５ 市 
高倉氷川神社本

殿付棟札 

明和５年(１７６８)の再建。普請には地元の木挽

職や屋根職も携わった。 

高倉４-４-７ 

（氷川神社） 
平成 22. 6. 1 

６６ 市 
鉄造不動明王立

像 

室町時代に製作されたと推測される。鉄仏は

東国武士に好まれたとされ現存するものは少

ない 

豊岡２-２-８ 

（長泉寺） 
平成 22. 6. 1 

６７ 市 
明王寺の「献春の

部発句」俳句額 

市内における加舎白雄の春秋庵俳諧の広がり

を知ることのできる貴重な資料。 
小谷田 平成 24. 3.30 

６８ 市 
歌舞伎｢九変化扁

額｣ 

中村芝翫（４代目中村歌右衛門）の歌舞伎の

芝居絵看板｡天保４年（１８３３）鳥居清満の手

によるもの｡ 

高倉３-３-４ 

(高倉寺) 
平成 24. 3.30 

６９ 市 
春日神社本殿付棟

札 

宝暦１４年（１７６４）の再建。江戸時代中期から後

期の神社建築の特徴をよく残している。 

春日町１-６-３ 

(春日神社) 
平成 26. 6.1 

７０ 市 
野田山王塚石造

物群 

市内最古の庚申塔を含む７基の庚申塔と馬頭

観音塔など合計１２基が建てられている。 

大字野田字山王

塚９２４-４ 
平成 26. 6.1 

７１ 市 
久保稲荷神社の狐

塚及び手水鉢 

天保１３年（１８４２）に奉納された親子の狐像が

置かれた塚と手水鉢。扇町屋の石工、、安藤

茂兵衛の字彫の技が見られる。 

久保稲荷４-３-２３ 

（久保稲荷神社） 
平成 28. 6.1 

７２ 市 
西久保家旧蔵古今

雛 

野田の西久保家に伝わっていた県内最古の

文政５年（１８２２）の年の記された古今雛｡ 

二本木１００ 

（入間市博物館） 
平成 28. 6.1 

７３ 市 
木造千手観音菩薩

立像 

蓮花院観音堂の本尊。天文１６年（１５４７）に鎌倉

仏師長慶が制作した。 

春日町２-９-１ 

（蓮花院） 
平成 28. 6.1 

７４ 市 千日回向名号塔 
延宝９年（１６８１）に千日間におよぶ念仏供養

の成就を記念して建てられた。 

春日町２-９-１ 

（蓮花院） 
平成 28. 6.1 
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７５ 市 木造観音菩薩立像 

寿昌寺観音堂の本尊で、像高36.2㎝。写実的

で巧緻精妙な彫刻表現から南北朝時代の制

作と推定され、寺伝では詫間法眼作と伝わる。 

二本木 1255 

（寿昌寺） 
平成 30. 7. 1 

７６ 市 
石川組製糸関係資

料 

入間地方の近代産業を牽引した石川組製糸

の状況を物語る土地台帳や芳名帳、書簡群等

の貴重な資料。 

二本木１００他 

（入間市博物館） 
令和 2. 7. 1 

 

番号 登録 名  称 概    要 所在地 登録年月日 

１ 国 
旧石川組製糸西

洋館(本館・別館) 

大正１０年（１９２１）に石川組製糸により上棟

された木造洋風建築の迎賓館。 
河原町１３-１３ 平成 13.11.20 

２ 国 
狭山茶の生産用

具 

明治から昭和４０年代を中心とした狭山茶の

栽培から加工に関する用具（２５５点）。 

二本木１００ 

（入間市博物館） 
平成 19. 3. 7 
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８ 西洋館 
西洋館は、明治から大正、昭和にかけて当地方の産業を牽引した「石川組製糸」の迎賓館とし

て大正１０年（１９２１）頃に建てられた建物です。市では文化財として保存するとともに、建

物の魅力を生かした事業を行っています。 

 

(1) 施設の概要 

名 称 旧石川組製糸西洋館 

文 化 財 の 種 別 国登録有形文化財（建造物） ※本館・別館ごとに２件が登録 

所 在 地 入間市河原町１３番１３号 

敷 地 面 積 １，８７６㎡ 

構 造 
本館 木造２階建（一部地下１階） 複合半切妻造り・洋瓦葺き 

別館 木造平屋建 寄棟造り・桟瓦葺き 

延 床 面 積 
全体 ７９４．３７㎡ 

（本館 ６４５．６１㎡、別館 １４８．７６㎡） 

建 築 年 月 日 大正１０年（１９２１）７月７日上棟 

 

(2) 公開日及び開館時間 

ア 公開日（令和３年度） ※４３日間 

令和３年 

４月 ３日（土）、 ４日（日）、１７日（土）、１８日（日）、２９日（木）、３０日（金） 

５月 １日（土）～ ３日（月）、１５日（土）、１６日（日）、２９日（土）、３０日（日） 

６月１２日（土）、１３日（日）、２６日（土）、２７日（日） 

７月１７日（土）、１８日（日）、３１日（土） 

８月 １日（日）、１４日（土）、１５日（日）、２８日（土）、２９日（日） 

９月１１日（土）、１２日（日）、２５日（土）、２６日（日） 

１０月 ９日（土）、１０日（日）、２３日（土）、２４日（日） 

１１月 ４日（木）～ ８日（月） 

令和４年 

３月 ５日（土）、 ６日（日）、１９日（土）～２１日（月） 

イ 開館時間 

午前１０時００分から午後４時００分までです。 
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(3) 入館料及び専用使用料 

● 入館料 

区 分 料 金 

個人 １人につき ２００円 

団体（２０人以上の場合に限る。） １人につき １６０円 

※小学校就学前の方及び小・中学生の方、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療

育手帳の交付を受けている方及びその介護者（障がい者１人に対し１人まで）、専用使用

において入館される方、教育委員会主催等事業の業務に従事する方については、無料とな

ります。また、１１月１日（市制施行記念日）及び１１月１４日（県民の日）については、

すべての方について無料となります。 

※入館料は次のような場合、所定の手続きをとって免除を受けられます。 

・市が主催又は共催する学習活動等により入館する場合 

・市内に所在する学校の教育活動として入館する場合 

・その他入間市教育委員会が特に必要と認めた場合 

 

●専用使用料 ※専用使用は、撮影を目的とした場合に限ります。 

使用区分 専用使用料 

撮影作業を行う場合 

午前９時～午後１時 ７０，０００円 

午後１時～午後５時 ７０，０００円 

午後５時～午後９時 ７０，０００円 

全日（午前９時～午後９時） ２１０，０００円 

短時間・少人数 １時間につき １０，０００円 

撮影作業を行わない

場合 
全日（午前９時～午後９時） ５０，０００円 

※「短時間・少人数」の使用については、１時間単位で２時間を上限とし、５人以内での使

用の場合に限ります。 

※専用使用料は次のような場合、所定の手続きをとって免除を受けられます。 

・市政及び文化財保護等に関する情報を広く発信することを目的とした撮影の場合 
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９ 市立図書館 

             作成基準日 令和 3年 4月 1日 

 市 立 図 書 館（本館） 西 武 分 館 金 子 分 館 藤 沢 分 館 

所 在 地 向 陽 台 一 丁 目 １ 番 地 ７ 大 字 仏 子 １ ０８ ４ 番 地１ ２ 大 字 寺 竹 ５ ３ ５ 番 地 １ 大 字 下 藤 沢 ８ ４ ６ 番 地 １ 

建 物 産業文化センター内に併置 独 立 金子公民館内 藤沢公民館内 

建物面積 １，９３４．０４㎡ ２，１２０．１１㎡ ３０７．７８㎡ ８９５．９８㎡ 

設置年月日 
昭和４１年３月３１日 

（昭和６０年４月移転） 
平成５年４月１日 平成６年４月１日 平成１３年４月１日 

開館時間 

平日：午前９時から午後8時まで

（午後8時から9時30分まで閲

覧席のみ利用できます） 

土・日・祝日：午前９時から午

後5時まで 

平日：午前９時から午後8時まで

土・日・祝日：午前９時から午

後5時まで 

午前９時から午後５時 

まで 

平日：午前９時から午後8時まで

土・日・祝日：午前９時から午

後5時まで 

休 館 日 
月曜日（祝日法による休日は開館）、年末年始（12月 29日から 1月 4日）、毎月末日（土・日・月曜日の場

合は翌週最初の平日）、特別整理期間 

閲 覧 席 ８４ 席 ８９ 席 １８ 席 ２８ 席 

 

移動図書館 １６カ所を巡回 日程は市報に掲載（小学校を除く） 

配本所（宮寺公民館内） 火曜日から土曜日開設  利用時間 午前９時３０分～午後４時 

（図書館休館日及び公民館休館日は休所） 

 

資 料 名 資 料 数 貸 出 点 数 貸 出 期 間 

図  書  資  料 ５５８，５０４冊 

１人１０冊まで 

１４日以内 

雑       誌 １３，１１０冊 

視
聴
覚
資
料 

カセットテープ ２，４１０点 

１人４点まで 
ＣＤ ５，３０５点 

ビデオテープ １，９９６点 

ＤＶＤ １，２５９点 

ＤＡＩＳＹ資料 ７０点 
視覚障害者対象 

１人１０点まで 
１箇月以内 

美 術 作 品         ３９点 １人１点まで １箇月以内 

計 ５８２，６９３点  

※ 上記の資料には、新聞１９紙は含まれていません。 

  入間市視聴覚ライブラリー 

資 料 名 資 料 数 貸 出 点 数 貸 出 期 間 

１６ミリ映画フィルム ２３５本 １回３点まで ３日以内 

ビデオテープ（貸出用） ２０本 １回３点まで ３日以内 

ＤＶＤ（貸出用） １９３本 １回３点まで ３日以内  
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１０ 公民館 

名    称 設置年月日 敷地面積㎡ 建物延面積㎡ 室数 所   在   地 

中 央 公 民 館 

一 時 閉 鎖 中 
昭 48.04.01 11,245.250 2,658.34 10 豊岡 3-10-10 

扇町屋公民館 昭 44. 6.26 2,510.200 985.75  9 扇町屋 1-9-34  

黒 須 公 民 館  昭 44. 6.26 2,321.440 818.70  6 黒須 2-3-13 

高 倉 公 民 館  昭 53.04.01 1,402.420 641.53  5 高倉 4-6-20 

東 町 公 民 館  昭 55.04.01 1,799.510 1,040.80  7 東町 3-1-35 

久保稲荷公民館 平 03.12.01 1,422.310 1,125.77  8 久保稲荷 3-9-3 

東金子公民館 昭 31. 9.30 2,477.50  1,370.21  9 大字小谷田 77-3 

金 子 公 民 館  昭 31.09.30 4,762.430 1,802.35  9 大字寺竹 535-1 

宮 寺 公 民 館  昭 32.04.01  2,816.000   864.86  7 宮寺 2405-1 

二本木公民館 昭 45.05.01 4,212.120  1,216.70  8 大字二本木 256-1 

藤 沢 公 民 館  昭 31.09.30 5,155.000 3,097.00  11 大字下藤沢 846-1 

東藤沢公民館 昭 45.12.24 2,921.000  1,064.05  8 東藤沢 3-19-19 

藤の台公民館 昭 62.04.01 3,400.570 728.08  6 大字上藤沢 406-31 

西 武 公 民 館  昭 29.04.01 3,287.820 1,345.92  8 大字野田 496 

 

   公民館使用料                              （単位 円）      

公民館名 室 名 
使用料 (１時

間当たりの額) 
室 名 

使用料 (１時

間当たりの額) 

入間市立 

扇 町 屋 公 民 館 

大会議室 ３００ 会議室（洋Ｂ） １００ 

会議室（和Ａ） １００ 会議室（洋Ｃ） １００ 

会議室（和Ｂ） １００ 会議室（洋Ｄ） １００ 

会議室（和Ｃ） １００ 料理実習室 ３００ 

会議室（洋Ａ） １００  

入間市立 

黒須公民館 

大会議室 ３００ 会議室（和Ｂ） １００ 

中会議室 ２００ 会議室（洋） １００ 

会議室（和Ａ） １００ 料理実習室 ２００ 

入間市立 

高倉公民館 

大会議室 ３００ 会議室（洋Ｂ） １００ 

会議室（和） ２００ 料理実習室 ３００ 

会議室（洋Ａ） １００  

入間市立 

東町公民館 

大会議室 ３００ 会議室（洋Ｃ） ２００ 

会議室（和） ２００ 工作室 １００ 

会議室（洋Ａ） １００ 料理実習室 ２００ 

会議室（洋Ｂ） １００ 附属設備 陶芸窯 
１回につき 

２，５００円 
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（単位 円） 

公民館名 室 名 
使用料 (１時

間当たりの額) 
室 名 

使用料 (１時

間当たりの額) 

入間市立 

久保稲荷公民館 

大会議室 ４００ 会議室（和Ｃ） １００ 

会議室（洋Ａ） １００ 工作室 ２００ 

会議室（洋Ｂ） ２００ 料理実習室 ３００ 

会議室（和Ａ） １００ 附属設備 移 動 式 観 客 席 ４００ 

会議室（和Ｂ） １００ 舞台照明 ８００ 

入間市立 

東金子公民館 

大会議室 ４００ 会議室（洋Ｂ） １００ 

中会議室 １００ 会議室（洋Ｃ） １００ 

会議室（和Ａ） １００ 会議室（洋Ｄ） １００ 

会議室（和Ｂ） １００ 料理実習室 ３００ 

会議室（洋Ａ） １００ 弓道場 
１回につき

６００円 

入間市立 

金子公民館 

大会議室 ４００ 会議室（和Ｂ） １００ 

会議室（洋Ａ） １００ 工作室 ２００ 

会議室（洋Ｂ） １００ 料理実習室 ３００ 

会議室（洋Ｃ） １００ 
附属設備 

移 動 式 観 客 席 ４００ 

会議室（洋Ｄ） １００ 舞台照明 ８００ 

会議室（和Ａ） １００  

入間市立 

宮寺公民館 

大会議室 ３００ 会議室（洋Ａ） １００ 

中会議室 ２００ 会議室（洋Ｂ） １００ 

会議室（和Ａ） １００ 料理実習室 ２００ 

会議室（和Ｂ） １００  

入間市立 

二本木公民館 

大会議室 ４００ 会議室（和Ｂ） １００ 

会議室（洋Ａ） １００ 工作室 ２００ 

会議室（洋Ｂ） １００ スタジオ ２００ 

会議室（和Ａ） １００ 料理実習室 ３００ 

入間市立 

藤沢公民館 

大会議室 ４００ 会議室（洋Ｄ） ２００ 

会議室（和Ａ） １００ 会議室（洋Ｅ） １００ 

会議室（和Ｂ） １００ 工作室 １００ 

会議室（和Ｃ） １００ 料理実習室 ３００ 

会議室（洋Ａ） ３００ 附属設備 移動式観客席 ４００ 

会議室（洋Ｂ） １００  舞台照明 ８００ 

会議室（洋Ｃ） ２００  

入間市立 

東藤沢公民館 

大会議室 ４００ 工作室 １００ 

会議室（和） ２００ 料理実習室 ３００ 

会議室（洋Ａ） １００ 視聴覚室 ２００ 

会議室（洋Ｂ） １００ 附属設備 陶芸窯 
１回につき

２，５００円 

会議室（洋Ｃ） １００  舞台照明 ８００ 

入間市立 

藤の台公民館 

大会議室 ３００ 会議室（洋Ａ） １００ 

会議室（和） ２００ 会議室（洋Ｂ） １００ 

工作室 １００ 料理実習室 ２００ 
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（単位 円） 

公民館名 室 名 
使用料 (１時

間当たりの額) 
室 名 

使用料 (１時

間当たりの額) 

入間市立 

西武公民館 

大会議室 ４００ 会議室（洋Ｃ） １００ 

中会議室 ２００ 会議室（和Ａ） １００ 

会議室（洋Ａ） １００ 会議室（和Ｂ） １００ 

会議室（洋Ｂ） １００ 料理実習室 ３００ 

 

備考 

１ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、１時間として算定する。 

ただし、使用時間が１時間を超える場合で、３０分以内の端数が生じたときの当該端数に 

係る使用料は、この表の使用料の額に２分の１を乗じて得た額とする。 

 ２ 公民館の設置目的以外の目的で使用する場合の使用料は、この表の使用料の額に２を乗じ 

て得た額とする。 
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１１ 体育施設 

 (1) 体育施設 

施 設         種 別           

入間市市民体育館           
主競技場 多目的室Ａ・Ｂ 卓球場 弓道場 

トレーニング室 ランニングコース 

入 間 市 武 道 館           第１道場（柔道場） 第２道場（剣道場） 弓道場 

入 間 市 運 動 公 園           

（有料公園施設）           

テニスコート 陸上競技場（兼ソフトボール場） 

５０ｍプール 児童プール 土俵 

中 央 公 園           

（有料公園施設）           

野球場 テニスコート 

５０ｍプール 児童プール  

黒 須 市 民 運 動 場           
ソフトボール場 野球場 サッカー場 テニスコート 

自由広場 

西 武 市 民 運 動 場           ソフトボール場 テニスコート       

富 士 見 公 園           ソフトボール場 少年少女用サッカー場  

地 区 体 育 館           藤沢・東金子・西武・黒須・宮寺 計５館 

 

ア 入間市市民体育館の概要 

所 在 地           入間市豊岡四丁目２番１号 

敷 地 面 積           １０，９５６．８８㎡ 

建 築 面 積           ４，６０１．００㎡ 

延 床 面 積           ５，８４２．５６㎡ 

構 造           鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建 

工 期           
着工  昭和５４年１１月 

竣工  昭和５６年 ２月 

総 工 事 費           １，１９２，０２２千円 

 

イ 入間市武道館の概要 

所 在 地           入間市鍵山三丁目１０番２０号 

敷 地 面 積           ４，８９９．４９㎡ 

建 築 面 積           ２，１７６．００㎡ 

延 床 面 積           ３，６８８．７６㎡ 

構 造           鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建 

工 期           
着工  平成 ２年１０月 

竣工  平成 ４年 ３月 

総 工 事 費           １，０２８，１５９千円 
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ウ 入間市弓道場の概要 

所 在 地           入間市鍵山三丁目１０番２０号 

敷 地 面 積           １，０６２．４４㎡ 

建 築 面 積           ３９１．８７㎡ 

延 床 面 積           ３６２．９５㎡ 

構 造           鉄筋コンクリート造一部鉄骨平家建 

工 期           
着工  平成 ４年 ９月 

竣工  平成 ５年 ３月 

総 工 事 費           ９６，５６２千円 

エ 入間市運動公園の概要 

所 在 地           入間市豊岡四丁目８２５番地３他 

敷 地 面 積           ３４，７４４．１１㎡ 

テ ニ ス コ ー ト ４，５００㎡ 砂入人工芝６面 

陸上競技場兼ソフトボール場 
１３，５００㎡ ２００mトラック１面 

ソフトボール場２面 

プ ー ル ５０m・児童用 各１ 

開 設 年 月 昭和５２年６月 

オ 中央公園の概要 

所 在 地           入間市大字扇町屋１２５０番地１他 

敷 地 面 積           ４４，６４４．８８㎡ 

テ ニ ス コ ー ト ３，１８５㎡ ４面 

野 球 場 １５，０３４㎡ 1面 

プ ー ル ５０m・児童用 各１ 

開 設 年 月 昭和４１年４月 

カ 黒須市民運動場の概要 

所 在 地           入間市春日町１丁目・２丁目地内 

敷 地 面 積           １１０，１８５．６５㎡ 

テ ニ ス コ ー ト １０面（※令和元年の台風１９号被害から５面を復旧し稼働中） 

野 球 場 ２面（軟式） 

ソ フ ト ボ ー ル 場 ２面 

サ ッ カ ー 場 １面 

自 由 広 場 １面 

開 設 年 月 昭和４７年９月 
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キ 西武市民運動場の概要 

所 在 地           入間市野田地内（入間川河川敷） 

敷 地 面 積           ３０，０００．００㎡ 

テ ニ ス コ ー ト ３面 

ソ フ ト ボ ー ル 場 ２面 

開 設 年 月 昭和５３年６月 

ク 富士見公園の概要 

所 在 地           入間市東町１丁目１６番他 

敷 地 面 積           ３３，２１５．７１㎡ 

ソ フ ト ボ ー ル 場 １面 

サ ッ カ ー 場 少年少女用 １面 

開 設 年 月 昭和５１年４月 

ケ 藤沢地区体育館の概要 

所 在 地           入間市大字下藤沢９８８番地１ 

敷 地 面 積           １１，６０９㎡（付随施設含む） 

建 築 面 積           １，１３５．７７㎡ 

延 床 面 積           １，２６２．５０㎡ 

構 造           鉄骨造２階建 

工 期           
着工  昭和６１年１２月 

竣工  昭和６２年 ３月 

総 工 事 費           １６３，６５０千円 

コ 東金子地区体育館の概要 

所 在 地           入間市大字小谷田３７１番地 

敷 地 面 積           ４，００２㎡（付随施設含む） 

建 築 面 積           １，１４３．４３㎡ 

延 床 面 積           １，２７２．５０㎡ 

構 造           鉄骨造２階建 

工 期           
着工  昭和６２年１２月 

竣工  昭和６３年 ３月 

総 工 事 費           １７８，２８０千円 
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サ 西武地区体育館の概要 

所 在 地           入間市大字野田１１３４番地５７ 

敷 地 面 積           ２１，００２．２５㎡（付随施設含む） 

建 築 面 積           １，１４３．４２㎡ 

延 床 面 積           １，２５８．５０㎡ 

構 造           鉄骨造２階建 

工 期           
着工  昭和６３年 ９月 

竣工  平成 元年 ３月 

総 工 事 費           １８０，９６１千円 

シ 黒須地区体育館の概要 

所 在 地           入間市鍵山三丁目１０番２０号 

敷 地 面 積           ２，６４４．９２㎡ 

建 築 面 積           １，１４３．４２㎡ 

延 床 面 積           １，２５８．５０㎡ 

構 造           鉄骨造２階建 

工 期           
着工  平成 ２年 ３月 

竣工  平成 ２年１１月 

総 工 事 費           ２１２，９０１千円 

ス 宮寺地区体育館の概要 

所 在 地           入間市宮寺５６７番地 

敷 地 面 積           ５，１８４．２７㎡（付随施設含む） 

建 築 面 積           １，１８８．７４㎡ 

延 床 面 積           １，２１６．６５㎡ 

構 造           鉄骨造２階建 

工 期           
着工  平成 ４年 ８月 ６日 

竣工  平成 ５年 ３月１０日 

総 工 事 費           ３０２，９２３千円 
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 (2) 体育施設の使用料 

施設名 専 用 使 用                     

入

間

市

市

民

体

育

館

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

使 用 区 分        

 

 

種 別        

午 前 午 後 夜 間 全 日 

９ 時 

～ 

正  午 

１ 時 

～ 

５ 時 

午後６時 

～ 

午後 9時 30分 

午前９時 

～ 

午後 9時 30分 

主

競

技

場

 
 
 
 
 

 

ｱﾏﾁｭｱの体育、 

ｽﾎﾟｰﾂ及びﾚｸﾘｪｰｼ 

ｮﾝに使用する場合 

一般・学生  4,000円  6,000円  8,000円 18,000円 

児童・生徒  2,000  3,000  4,000  9,000 

そ の 他 の 場 合 

平 日  8,000 12,000 16,000 36,000 

土・日曜日 

休 日 
12,000 18,000 24,000 54,000 

多 目 的 室 （ Ａ ） 
一般・学生  1,000  1,500  2,000  4,500 

児童・生徒   500    700  1,000  2,200 

多 目 的 室 （ Ｂ ） 
一般・学生  1,000  1,500  2,000  4,500 

児童・生徒   500    700  1,000  2,200 

弓 道 場 
一般・学生  1,000  1,500  2,000  4,500 

児童・生徒   500    700  1,000  2,200 

卓 球 場 
一般・学生  1,000  1,500  2,000  4,500 

児童・生徒   500    700  1,000  2,200 

ト レ ー ニ ン グ 室 
一般・学生  1,000  1,500  2,000  4,500 

児童・生徒   500    700  1,000  2,200 

会 議 室            （１時間につき）    ２００円 

役 員 室            （１時間につき）    １００円 

※ 個 人 使 用                     

種 別           使 用 料           

一 般 ・ 学 生            （１回につき）     ２００円 

児 童 ・ 生 徒            （１回につき）     １００円 
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施設名 専 用 使 用                     

入

間

市

武

道

館

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

使 用 区 分        

 

 

種 別        

午 前 午 後 夜 間 全 日 

９ 時 

～ 

正  午 

１ 時 

～ 

５ 時 

午後６時 

～  

午後 9時 30分 

午前９時 

～ 

午後 9時 30分 

第
一
道
場
（
柔
道
場
） 

ｱﾏﾁｭｱの武道､ｽﾎﾟ 

ｰﾂ及びﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

に使用する場合 

一般・学生  3,600円  4,800円  6,000円 14,400円 

児童・生徒  1,800  2,400  3,000  7,200 

そ の 他 の 場 合 

平 日  7,200  9,600 12,000 28,800 

土・日曜日 

休 日 
10,800 14,400 18,000 43,200 

第
二
道
場
（
剣
道
場
） 

ｱﾏﾁｭｱの武道､ｽﾎﾟ 

ｰﾂ及びﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

に使用する場合 

一般・学生  4,500 6,000  7,500 18,000 

児童・生徒  2,250  3,000  3,750  9,000 

そ の 他 の 場 合 

平 日  9,000 12,000 15,000 36,000 

土・日曜日 

休 日 
13,500 18,000 22,500 54,000 

弓 道 場 
一般・学生  1,800 2,400  3,000  7,200 

児童・生徒   900  1,200  1,500  3,600 

第 １ 会 議 室            （１時間につき）    ２００円 

第 ２ 会 議 室            （１時間につき）    ２００円 

第 １ 役 員 室            （１時間につき）    １００円 

第 ２ 役 員 室            （１時間につき）    １００円 

※ 個 人 使 用                     

種 別           使 用 料           

一 般 ・ 学 生            （１回につき）     ２００円 

児 童 ・ 生 徒            （１回につき）     １００円 
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施設名 専 用 使 用                     

入

間

市

運

動

公

園

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使 用 区 分        

 

 

種 別        

１時間 ２時間 半 日 １ 日 

(8時 30分 

～１時間 

単位とする。）

(8時 30分 

～２時間 

単位とする。）

(8時 30分 

～12時 30分） 

(12時 30分 

～16時 30分) 

(8時 30分 

～16時 30分） 

テニス 

コート 

テ ニ ス 

（一面につき） 

一般・学生  300円  600円 1,200円 2,400円 

児童・生徒  150  300  600 1,200 

陸 上 

競技場 

陸 上 競 技 
一般・学生 

 
 600 1,200 2,400 

児童・生徒  300  600 1,200 

ソフトボー 

ル（一面に 

つき）   

一般・学生 
 

 300  600 1,200 

児童・生徒  150  300  600 

プ ー ル 

一般・学生  （１人１回につき）    ３００円 

生 徒  （１人１回につき）    ２００円 

児 童  （１人１回につき）    １００円 

 

   備考 

  １ 市民体育館の主競技場の専用使用は、全面、２分の１又は４分の１の単位とし 

   て行い、その専用使用料は、規定使用料の全額から４分の１に相当する額とする。 

  ２ 武道館の道場の専用使用は、全面、３分の２又は３分の１の単位として行い、 

   その専用使用料は、規定使用料の全額から３分の１に相当する。 

  ３ 上記１及び２以外の使用については、当該競技ができる範囲で使用し、その使 

   用料は個人使用料の額とする。 

  ４ 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない個人、法人、 

   団体等の使用料は、規定使用料の倍額とする。ただし、プールの使用料は除く。 

 (3) 使用料の減免 

    使用料の減額又は免除の対象及び割合は、次に定めるとおりとする。 

  ア 市が主催する行事又は市が経費の一部を負担して共催する行事に使用するとき 

                                １００分の１００ 

  イ 市内の公立学校、公立保育所が主催する行事に使用するとき 

                                １００分の１００ 

  ウ 市長が認めたスポーツ団体（市スポーツ協会に所属する競技団体をいう。） 

   が使用するとき                      １００分の５０ 

    ただし、プールの使用料はこの限りでない。 

  エ その他市長が特に減免を必要と認めるとき。 
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 (4) 使用料の還付 

  ア 体育施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取消したとき 

     １００分の１００ 

  イ 使用者の責めに帰することができない理由により体育施設を使用することができないとき 

     １００分の１００の範囲内で市長が別に定める割合 

 

 (5) 附属設備の使用料 

施設名 種 別           単 位     使 用 料         

市

民

体

育

館
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

バ ド ミ ン ト ン 器 具 １ 式 ５０円 

ミ ニ テ ニ ス 器 具 １ 式 ５０円 

卓 球 器 具 １ 式    ５０円 

バ レ ー ボ ー ル 器 具 １ 式    １００円 

ト レ ー ニ ン グ 器 具 １ 式    １００円 

テ ニ ス 器 具 １ 式    １００円 

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 器 具 １ 式    ５００円 

新 体 操 用 マ ッ ト １ 枚 １５０円 

フ ッ ト サ ル ゴ ー ル １ 式    １００円 

放 送 室  １，０００円 

貸 出 用 イ ス １ 脚    ２０円 

演 台 １ 台    １００円 

移 動 ス テ ー ジ １ 式    １，０００円 

武道館 大 会 用 具 １ 式    １，０００円 

 

   備考 

    １ 入場料等を徴収して専用使用する場合の使用料は、規定使用料の倍額とする。 

    ２ 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない個人、法人、 

     団体等の使用料は、規定使用料の倍額とする。 
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 (6) 有料公園施設の使用料 

  ア 使用料 

   ｏ庭球場 

使用区分 

 

 

 

施設名   種別 

１時間 ２時間 半 日 １ 日 夜 間 

８時30分 

から１時間 

単位とする 

８時30分 

から２時間 

単位とする 

８時30分～ 

 12時30分 

12時30分～ 

 16時30分 

８時30分～ 

 16時30分 

17時 

から１時間 

単位とする 

テニス 

コート 

テニス 

 

（１面に 

 つき） 

一般・学生 

１５０円 

一般・学生 

３００円 

一般・学生 

６００円 

一般・学生 

  1,200円 

一般・学生 

 １５０円 

児童・生徒 

 ７５円 

児童・生徒 

１５０円 

児童・生徒 

３００円 

児童・生徒 

６００円 

児童・生徒 

７５円 

夜間照明 

（１面に 

 つき） 

点灯１時間につき３００円 

 

   ｏ野球場 

使用区分 

 

 

 

 

 

施設名   種別 

平 日 土曜・日曜（休日） 

半 日 １ 日 半 日 １ 日 

８時 30分～ 

 12時 30分 

12時 30分～ 

 16時 30分 

８時 30分～ 

 16時 30分 

８時 30分～ 

 12時 30分 

12時 30分～ 

 16時 30分 

８時 30分～ 

 16時 30分 

野球場 野 球 

一般・学生 

７００円 

一般・学生 

1,400円 

一般・学生 

1,000円 

一般・学生 

   2,000円 

児童・生徒 

 ３５０円 

児童・生徒 

７００円 

児童・生徒 

５００円 

児童・生徒 

1,000円 

 

   ｏプール 

区 分         入 場 １ 回 に つ き                 

児 童             １人につき        １００円 

中 ・ 高 校 生                〃         ２００円 

一 般                〃         ３００円 

 

  イ 入場料又はこれに類する料金を徴収し使用する場合 

使用区分 

 

施設 

半 日         １ 日         

８時 30分～12時 30分 

12時 30分～16時 30分 
８時 30分～16時 30分 

野 球 場               ５，０００円      １０，０００円 
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  ウ 野球場の附帯設備使用料 

    電気設備 １回につき ５００円 

  備考 

   １ 市内に居住する児童・生徒その他市長が認めたスポーツ団体（市スポーツ協会に所属する 

    競技団体をいう。）が使用する場合の使用料は半額とする。 

   ２ 市外居住者（市外に事務所・事業所等を有する者を含む）及び営利を目的として入場料 

  を徴収する者が使用する場合は 50％増以上とする。ただし、所沢市・狭山市・飯能市・日 

高市に居住する者は規定料金とする。 

   ３ 野球場を練習のため使用する場合は、10人以上の人員でなければならない。 

 

 (7) 体育施設の供用期間及び時間 

施設名（種目名） 期 間 時 間 

入間市市民体育館 通 年 
午前９時から 

午後９時 30分まで 

入 間 市 武 道 館 通 年 
午前９時から 

午後９時 30分まで 

入 間 市 

運動公園 

テニスコート 
通 年 

午前８時 30分から 

午後４時 30分まで 

（５月～８月は午後６時 30分まで） 陸上競技場 

プ ー ル 
７月１日から 

９月３０日まで 

午前 10時から 

午後６時まで 

（入場は午後４時まで）   

中央公園 

野 球 場 
３月１日から 

１１月３０日まで 

午前８時 30分から 

午後４時 30分まで 

（５月～８月は午後６時 30分まで） 

テニスコート 
３月１日から 

１１月３０日まで 

昼 間 
午前８時 30分から 

午後４時 30分まで 

夜 間 
午後５時から 

午後９時まで 

プ ー ル 
７月１日から 

９月３０日まで 

午前 10時から 

午後６時まで 

（入場は午後４時まで）   

黒 須 市 民 運 動 場 

西 武 市 民 運 動 場 
通 年 

午前８時 30分から 

午後４時 30分まで 

富 士 見 公 園 通 年 

午前８時 30分から 

午後４時 30分まで 

（４月～９月は午後６時 30分まで） 

地 区 体 育 館 通 年 
午前９時から 

午後９時 30分まで 

  備考 施設管理の都合により、使用期間及び時間を繰上げ又は繰下げすることができる。 
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